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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部と、該本体部の平面視内側に設けられる開封部とを有し、
　該本体部においては、第１のフィルムと、接着剤層と、第２のフィルムとが表面からこ
の順に積層され、
　該開封部においては、該第１のフィルムと、粘着剤層と、該接着剤層と、該第２のフィ
ルムとが表面からこの順に積層され、
　該本体部と該開封部との境界において、該第１のフィルムに、第１の切り込みを有し、
　該本体部と該開封部との境界の内側において、該第２のフィルムおよび接着剤層に、第
２の切り込みを有し、
　該第１の切り込みの平面視形状が、該第１のフィルム上の第１の仮想直線に対して、一
方の側に膨らんだ連続または不連続の線状であり、
　該第２の切り込みの平面視形状が、閉じた形状であるか、第２のフィルム上の第２の仮
想直線に対して一方の側に膨らんだ連続または不連続の線状であるか、あるいは不連続線
で構成された三角形状、矩形状、円状、楕円状または多角形状であり、
　該粘着剤層が、該開封部において、少なくとも該第１の仮想直線と平行な方向に、連続
的に形成されている、
　包材。
【請求項２】
　前記第１の切り込みが、前記第１のフィルムから前記粘着剤層にまで達している、請求
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項１に記載の包材。
【請求項３】
　前記第２の切り込みが、前記第２のフィルムおよび前記接着剤層を貫通し、前記粘着剤
層にまで達している、請求項１に記載の包材。
【請求項４】
　前記第１のフィルムが、複層構造である、請求項１から３のいずれかに記載の包材。
【請求項５】
　前記第２のフィルムがヒートシール性フィルムである、請求項１から４のいずれかに記
載の包材。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の包材を用いて作製された、包装体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包材および包装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、菓子等の食品、ウエットティッシュ等の衛生品などを収納する包装体として
、柔軟な包材からなる包装袋が知られている。また、このような包装袋として、取り出し
口が設けられ、該取り出し口を覆うように粘着性のシートが貼り付けられた包装袋が知ら
れている。このような包装袋は、内容物の一部を取り出した後に再封することができる。
しかし、このような構成の包装袋は、本体とは別に粘着性のシートを製造する必要があり
、製造工程が複雑であるという問題がある。
【０００３】
　上記問題を解決し得る包装体として、複層シートからなる包装袋が提案されている（特
許文献１～３）。この包装袋は、接着層を介して貼り合わされた表フィルムおよび裏フィ
ルムを有するシートから構成される。該シートは開口部を有し、該開口部が該シート両面
からそれぞれ位置ずれするように入れた切り込みにより形成され、該開口部周辺において
裏フィルムの一部が糊しろとなることにより、該包装袋は、該シートのみで開閉構造を構
成し得る。しかし、この包装袋は、剥離性も要される糊しろ部分の接着力と、強固な接着
力が要される糊しろ部分以外の接着力とを異なる接着力とする必要があり、接着剤を塗り
分ける、または、接着剤の硬化条件を場所ごとに変更する等の作業が必要となる。すなわ
ち、この包装袋においても、製造工程が複雑であるという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－３５８９６号公報
【特許文献２】特表２００８－５０２５５５号公報
【特許文献３】特表２０１１－５１３１５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところ
は、別体の蓋材を用いることなく再封することが可能であり、かつ、簡便安価に製造する
ことができる包材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の包材は、本体部と、該本体部の平面視内側に設けられる開封部とを有し、該本
体部においては、第１のフィルムと、接着剤層と、第２のフィルムとが表面からこの順に
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積層され、該開封部においては、該第１のフィルムと、粘着剤層と、該接着剤層と、該第
２のフィルムとが表面からこの順に積層され、該本体部と該開封部との境界において、該
第１のフィルムに、第１の切り込みを有し、該本体部と該開封部との境界の内側において
、該第２のフィルムおよび接着剤層に、第２の切り込みを有し、該第１の切り込みの平面
視形状が、該第１のフィルム上の第１の仮想直線に対して、一方の側に膨らんだ連続また
は不連続の線状であり、該第２の切り込みの平面視形状が、閉じた形状であるか、第２の
フィルム上の第２の仮想直線に対して一方の側に膨らんだ連続または不連続の線状である
か、あるいは不連続線で構成された三角形状、矩形状、円状、楕円状または多角形状であ
る。
　好ましい実施形態においては、上記第１の切り込みが、上記第１のフィルムから上記粘
着剤層にまで達している。
　好ましい実施形態においては、上記第２の切り込みが、上記第２のフィルムおよび上記
接着剤層を貫通し、上記粘着剤層にまで達している。
　好ましい実施形態においては、上記第１のフィルムが、複層構造である。
　好ましい実施形態においては、上記第２のフィルムがヒートシール性フィルムである。
　本発明の別の局面によれば、包装体が提供される。この包装体は、上記包材を用いて作
製される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、別体の蓋材を用いることなく、再封可能な包材を提供することができ
る。本発明の包材は、接着剤層の表面に粘着剤層を塗り重ねることにより、再封機能が付
与され得る。したがって、本発明の包材は、再貼着する部分とその他の部分とで、接着剤
を塗り分ける、または、接着剤の硬化条件を変更する等の複雑な作業が不要となり、簡便
に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】（ａ）は、本発明の１つの実施形態による包材の表面から見た概略平面図であり
、（ｂ）は（ａ）のＩｂ－Ｉｂ線による概略断面図である。
【図２】本発明の包材を開封させた状態を示す概略斜視図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、本発明の包材における第１の切り込みの形状の例を説明する
概略平面図である。
【図４】本発明の１つ実施形態における第２の切り込みの形状の一例を説明する概略平面
図である。
【図５】本発明の１つの実施形態における包材が開封している状態の開封部およびその近
傍を示す概略断面図である。
【図６】本発明の別の実施形態における包材が開封している状態の開封部およびその近傍
を示す概略断面図である。
【図７】（ａ）は、本発明の１つの実施形態による包材の概略平面図であり、（ｂ）は、
（ａ）のＶＩＩｂ－ＶＩＩｂ線による概略断面図である。
【図８】本発明の包材を用いて製造された包装体の一例を示す概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１（ａ）は、本発明の１つの実施形態による包材の表面から見た概略平面図であり、
図１（ｂ）は、図１（ａ）のＩｂ－Ｉｂ線による概略断面図である。また、図２は、本発
明の包材を開封させた状態を示す概略斜視図である。この包材１００は、本体部１１０と
開封部１２０とを有する。開封部１２０は、本体部１１０の平面視内側に設けられる。開
封部は、本体部の平面視内側であれば、用途に応じて任意の適切な位置に配置され得る。
図１（ａ）に示す実施形態においては、包材１００の長さ方向（紙面の上下方向）中央部
に配置されている。本体部１１０と開封部１２０との境界においては、表面側（第１のフ
ィルム１０側）に、第１の切り込み１が形成されている。第１の切り込み１の平面視形状
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は、第１のフィルム上の第１の仮想直線ａに対して、一方の側に膨らんだ線状である。す
なわち、第１の切り込みの平面視形状は、閉じた形（例えば、三角形、矩形、円、楕円、
多角形等）の一部が開いた形状である。具体的には、Ｕ字状、コ字状、Ｖ字状、半円状、
半楕円状、円弧状等の形状が挙げられる。第１の切り込み１は、平面視において、連続線
であってもよく、不連続線であってもよい。本発明の包材１００は、表側から入れた第１
の切り込み１と裏面側から入れた第２の切り込み２（後述）を形成することにより、開封
部１２０において開封可能となる。開封部１２０は、第１の切り込み１と第１の仮想直線
ａとにより規定される。したがって、包材１００を開封した際には、第１の仮想直線ａが
開封部１２０の折り返し線となる。
【００１０】
　開封部１２０の平面視での面積（すなわち、第１の切り込み１と第１の仮想直線ａとに
より規定される面の面積）は、包材を用いて作製する包装体の形態、該包装体の内容物の
種類に応じて、任意の適切な面積に設定され得る。例えば、包材により内容物を完全に包
む形態の包装体（例えば、携帯用ウエットティッシュ包装体）の場合、開封部１２０の平
面視での面積は、包材の全面積に対して、好ましくは８％～２５％であり、より好ましく
は１０％～２０％である。
【００１１】
　第１の切り込み１は、上記のとおり、平面視において、連続線であってもよく、不連続
線であってもよい。第１の切り込み１は、図１（ａ）に示すような連続線であり得る他、
例えば、図３（ａ）または（ｂ）に示すような、一部または前部が破線（ミシン目）であ
ってもよく、図３（ｃ）に示すような、部分的に途切れた線であってもよい。第１の切り
込みおける不連続部分は、開封してはじめて破断する。したがって、第１の切り込み１が
不連続線により形成されていれば、開封済みであるか否かの判断が容易にでき安全性の高
い包装体を形成し得る包材を提供することができる。
【００１２】
　第１の切り込み１の端部は、任意の適切な形状をとり得る。例えば、第１の切り込み１
の端部は、図３に示すように、内側に曲げられた曲線状であってもよい。
【００１３】
　図１（ｂ）に示すように、上記本体部１１０および開封部１２０は、共通の第１のフィ
ルム１０と、共通の接着剤層３０と共通の第２のフィルム４０とを有する。上記本体部１
１０においては、第１のフィルム１０と、接着剤層３０と、第２のフィルム４０とが表面
からこの順に積層されている。本実施形態の包材は、本体部１１０において、第１のフィ
ルム１０と第２のフィルム４０とが、接着剤層３０を介して強固に貼り合わされているの
で、不要な剥離が防止される。上記開封部１２０においては、第１のフィルム１０と、粘
着剤層２０と、接着剤層３０と、第２のフィルム４０とが表面からこの順に積層されてい
る。本発明においては、接着剤層上に粘着剤層を形成することにより、簡便に製造され得
る包材を得ることができる。なお、粘着剤層２０の一部（例えば、粘着剤層周辺の数ｍｍ
程度）が本体部１１０にはみ出して存在していてもよい。本明細書において包材の表面と
は、該包材を用いて包装体（例えば、包装袋）を形成した場合に、外部側となる面をいう
。また、本明細書において、接着剤とは、物質の間に介在することによって物質を結合す
ることのできる物質をいう。したがって、接着剤を介してフィルムを接着し、その後、剥
離した場合には、該接着剤は接着力を有さない。また、粘着剤とは、常温で接着性を有し
、軽い圧力で被着材に接着する物質をいう。したがって、粘着剤を介してフィルムを接着
（粘着）し、その後、剥離した場合にも、該粘着剤は粘着力を保持する。
【００１４】
　上記のとおり、第１のフィルム１０は、表面側から入れられた第１の切り込み１を有す
る。第１の切り込み１は、少なくとも第１のフィルム１０を貫通していることが好ましい
。一方、第２のフィルム４０および接着剤層３０は、本体部１１０と開封部１２０との境
界の内側において、裏面側から入れられた第２の切り込み２を有する。第２の切り込み２
は、少なくとも第２のフィルム４０および接着剤層３０を貫通していることが好ましい。



(5) JP 6103581 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

第１の切り込み１と第２の切り込み２とを入れることにより、開封部１２０において開封
可能となる。また、第２の切り込みを、本体部１１０と開封部１２０との境界の内側に入
れること、すなわち第１の切り込み１と第２の切り込みとを表裏で位置をずらして入れる
ことにより、開封部１２０の周辺部１２１において、粘着剤層２０と接着剤層３０との間
、または粘着剤層２０と第１のフィルム１０との間を剥離させることができる。また、剥
離させた際には、開封部１２０の周辺部１２１において、粘着剤層２０が露出する。その
ため、開封部１２０の周辺部１２１において、剥離面を再貼着させることができ、本発明
の包材は再封可能となる。このように、本発明においては、第１の切り込み１と第２の切
り込みとを表裏で位置をずらして入れることにより、別体の蓋材を用いることなく、した
がって、安価に再封可能な包材を提供することができる。
【００１５】
　図１に示す実施形態においては、第２の切り込み２の平面視形状は、端部を有さない非
直線状である。端部を有さない非直線状とは、例えば、三角形状、矩形状、円状、楕円状
、多角形状等の閉じた形状をいう。別の実施形態においては、図４に示すように、第２の
切り込み２は、第２のフィルム上の第２の仮想直線ａ’に対して一方の側に膨らんだ線状
であってもよい。この場合、第２の仮想直線ａ’は、上記第１の仮想直線の一部に重なる
ように位置することが好ましい。また、第２の切り込み２の端部は、任意の適切な形状を
とり得る。例えば、第２の切り込み２の端部は、内側に曲げられた曲線状であってもよい
。
【００１６】
　第２の切り込みは、第１の切り込みと同様に、平面視において、連続線であってもよく
、不連続線であってもよい。不連続線で形成される第２の切り込の形態としては、例えば
、三角形状、矩形状、円状、楕円状、多角形状、第２のフィルム上の第２の仮想直線ａ’
に対して一方の側に膨らんだ線状（例えば、Ｕ字状、コ字状、Ｖ字状、半円状、半楕円状
、円弧状）等の形状をミシン目で構成する形態、該形状の一部が途切れた形態等が挙げら
れる。
【００１７】
　第２の切り込み２および第２の仮想直線ａ’により規定される面の面積は、包材を用い
て作製する包装体の形状、該包装体の内容物の種類に応じて、任意の適切な面積に設定さ
れ得る。第２の切り込み２および第２の仮想直線ａ’により規定される面の面積は、開封
部の平面視での面積に対して、好ましくは３０％～９０％であり、より好ましくは４０％
～８５％であり、さらに好ましくは５０％～８０％である。このような面積であれば、内
容物が容易に取り出し得る大きさに開口させることができ、かつ、不要な開封が防止され
得る包材を得ることができる。
【００１８】
　本体部１１０において、第１のフィルム１０と接着剤層３０との間の剥離強度は、１８
０°剥離、剥離速度３００（ｍｍ／分）の剥離試験において、好ましくは３００（ｇ／１
５ｍｍ）～２５００（ｇ／１５ｍｍ）であり、より好ましくは５００（ｇ／１５ｍｍ）～
２０００（ｇ／１５ｍｍ）である。本発明においては、本体部１１０と開封部１２０とで
、接着剤を塗り分けることなく、本体部における第１のフィルムと第２のフィルムとの剥
離強度を高めることができる。
【００１９】
　本体部１１０および開封部１２０において、接着剤層３０と第２のフィルム４０との間
の剥離強度は、１８０°剥離、剥離速度３００（ｍｍ／分）の剥離試験において、好まし
くは３００（ｇ／１５ｍｍ）～２５００（ｇ／１５ｍｍ）であり、より好ましくは５００
（ｇ／１５ｍｍ）～２０００（ｇ／１５ｍｍ）である。
【００２０】
　図５は、本発明の１つの実施形態における包材が開封している状態の開封部およびその
近傍を示す概略断面図である。この実施形態においては、開封部１２０の周辺部１２１に
おける粘着剤層２０と接着剤層３０との界面が剥離面となる。この実施形態においては、
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第１の切り込み１は、第１のフィルム１０から粘着剤層２０にまで達していることが好ま
しく、第１のフィルム１０および粘着剤層２０を貫通していることがより好ましい。この
ように第１の切り込み１が形成されていれば、容易に開封し得る包材を得ることができる
。開封部１２０の周辺部１２１における粘着剤層２０と接着剤層３０との界面が剥離面と
なる場合、粘着剤層２０と接着剤層３０との間の剥離強度は、１８０°剥離、剥離速度３
００（ｍｍ／分）の剥離試験において、好ましくは５０（ｇ／１５ｍｍ）～２５０（ｇ／
１５ｍｍ）であり、より好ましくは７５（ｇ／１５ｍｍ）～２００（ｇ／１５ｍｍ）であ
り、さらに好ましくは１００（ｇ／１５ｍｍ）～１６０（ｇ／１５ｍｍ）である。また、
開封部１２０の周辺部１２１における粘着剤層２０と接着剤層３０との界面が剥離面とな
る場合、第１のフィルム１０と粘着剤層２０との間の剥離強度は、好ましくは、粘着剤層
２０と接着剤層３０との間の剥離強度よりも大きい。例えば、第１のフィルム１０と粘着
剤層２０との間の剥離強度は、１８０°剥離、剥離速度３００（ｍｍ／分）の剥離試験に
おいて、好ましくは３００（ｇ／１５ｍｍ）～１５００（ｇ／１５ｍｍ）であり、より好
ましくは５００（ｇ／１５ｍｍ）～１０００（ｇ／１５ｍｍ）である。
【００２１】
　図６は、本発明の別の実施形態における包材が開封している状態の開封部およびその近
傍を示す概略断面図である。この実施形態においては、開封部１２０の周辺部１２１にお
ける粘着剤層２０’と第１のフィルム１０’との界面が剥離面となる。この実施形態にお
いては、第２の切り込み２が、第２のフィルム４０および接着剤層３０を貫通し粘着剤層
２０’にまで達していることが好ましく、第２のフィルム４０、接着剤層３０’および粘
着剤層２０’を貫通していることがより好ましい。このように第２の切り込み２が形成さ
れていれば、容易に開封することができる包材を得ることができる。開封部１２０の周辺
部１２１における粘着剤層２０’と第１のフィルム１０’との界面が剥離面となる場合、
粘着剤層２０’と第１のフィルム１０’との間の剥離強度は、１８０°剥離、剥離速度３
００（ｍｍ／分）の剥離試験において、好ましくは５０（ｇ／１５ｍｍ）～２５０（ｇ／
１５ｍｍ）であり、より好ましくは７５（ｇ／１５ｍｍ）～２００（ｇ／１５ｍｍ）であ
り、さらに好ましくは１００（ｇ／１５ｍｍ）～１６０（ｇ／１５ｍｍ）である。また、
開封部１２０の周辺部１２１における粘着剤層２０’と第１のフィルム１０’との界面が
剥離面となる場合、粘着剤層２０’と接着剤層３０’との間の剥離強度は、好ましくは、
粘着剤層２０’と第１のフィルム１０’との間の剥離強度よりも大きい。例えば、粘着剤
層２０’と接着剤層３０’との間の剥離強度は、１８０°剥離、剥離速度３００（ｍｍ／
分）の剥離試験において、好ましくは３００（ｇ／１５ｍｍ）～１５００（ｇ／１５ｍｍ
）であり、より好ましくは５００（ｇ／１５ｍｍ）～１０００（ｇ／１５ｍｍ）である。
【００２２】
　図７（ａ）は、本発明の１つの実施形態による包材の概略平面図であり、図７（ｂ）は
、図７（ａ）のＶＩＩｂ－ＶＩＩｂ線による概略断面図である。この包材１００’は、開
封部１２０’において、第１の切り込み線１’の端部同士を結ぶ仮想直線と対向する位置
に、接着剤層３０に対して接着性および粘着性を示さない離型部１２２をさらに有する。
離型部を有していれば、該離型部を掴みしろとして、包材を容易に開封することができる
。離型部１２２は、例えば、開封部１２０の第１のフィルム１０の一部において、接着剤
層３０側に形成させた離型層１１により構成される。該離型層は、例えば、シリコーン系
樹脂を第１のフィルムに塗工することにより形成させることができる。
【００２３】
　上記第１のフィルムを構成する材料としては、任意の適切な材料が用いられ得る。上記
第１のフィルムを構成する材料としては、例えば、樹脂フィルム、不織布、金属箔、紙、
およびこれらの複合材等が挙げられる。好ましくは、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）フィルム等の透液性、透湿性および／または透気性の低い材料が用いられる。
【００２４】
　上記第１のフィルムは、単層であってもよく、複層であってもよい。複層構造の第１の
フィルムとしては、例えば、印刷面を有する基材と該基材の印刷面を保護する保護層とを
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、任意の適切な接着剤を介して貼り合わせた複層構造のフィルム、基材と内側に印刷面を
有する外層とを、任意の適切な接着剤を介して貼り合わせた複層構造のフィルム等が挙げ
られる。
【００２５】
　上記第１のフィルムの厚みは、好ましくは５μｍ～１００μｍであり、より好ましくは
１０μｍ～８０μｍであり、さらに好ましくは２０μｍ～６０μｍである。このような範
囲であれば、柔軟性に優れ、例えば、ウエットティッシュ用として好適な包材を得ること
ができる。
【００２６】
　上記第２のフィルムは、好ましくはヒートシール性フィルムである。第２のフィルムと
して、ヒートシール性フィルムを用いれば、上記包材の対向する端部同士を熱融着により
貼り合わせて、簡便に包装体（例えば、包装袋）を製造することができる。ヒートシール
性フィルムを構成する材料としては、例えば、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、直鎖状
短鎖分岐ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、二軸延伸ポリ
プロピレン（ＯＰＰ）、無軸延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）、ポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）、エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）等が挙げられる。好ましくは、
透液性、透湿性および／または透気性の低い材料が用いられる。
【００２７】
　上記第２のフィルムの厚みは、好ましくは１０μｍ～２００μｍであり、より好ましく
は２０μｍ～１５０μｍであり、さらに好ましくは３０μｍ～１００μｍである。このよ
うな範囲であれば、柔軟性に優れ、例えば、ウエットティッシュ用として好適な包材を得
ることができる。
【００２８】
　上記接着剤層を構成する接着剤としては、任意の適切な接着剤が用いられ得る。接着剤
としては、例えば、溶剤系接着剤、無溶剤系接着剤、ホットメルト系接着剤、エマルショ
ン系接着剤等が挙げられる。上記溶剤系接着剤としては、例えば、ポリエステル系接着剤
、ポリエーテル系接着剤、ウレタンポリエステル系接着剤等が挙げられる。なかでも好ま
しくは、ウレタンポリエステル系接着剤である。ウレタンポリエステル系接着剤は、フィ
ルム構成材料の選択範囲が広く、かつ、耐溶剤性、耐薬品性および耐熱性に優れる。
【００２９】
　上記接着剤層の厚みは、好ましくは１μｍ～１０μｍであり、より好ましくは１μｍ～
５μｍである。接着剤層の厚みが１μｍ以上であれば、第１のフィルムと第２のフィルム
とを、強固に貼り合わすことができるため、不要な剥離が防止される。また、接着剤層の
厚みが５μｍを超えれば、コスト増加の要因となり、１０μｍより厚くしても接着力の向
上は見られなくなる。
【００３０】
　上記粘着剤層を構成する粘着剤としては、任意の適切な粘着剤が用いられ得る。粘着剤
としては、好ましくは、溶剤系粘着剤、水系粘着剤、ホットメルト系粘着剤、活性エネル
ギー線硬化型樹脂を含む粘着剤等が用いられる。より好ましくは、活性エネルギー線硬化
型樹脂を含む粘着剤またはホットメルト系粘着剤が用いられ、さらに好ましくは紫外線硬
化型樹脂を含む粘着剤またはホットメルト系粘着剤が用いられる。紫外線硬化型樹脂を含
む粘着剤またはホットメルト系粘着剤を用いれば、粘着剤の部分塗工が容易となる。また
、紫外線硬化型樹脂を含む粘着剤を用いれば、紫外線照射量により粘着力を制御すること
ができるため、粘着力（剥離強度）の設計が容易となる。１つの実施形態においては、粘
着剤として、紫外線硬化型ホットメルト系粘着剤が用いられる。このような粘着剤は、粘
着力の設計が容易であることに加え、ホットメルト系粘着剤のため部分塗工が容易であり
、開封部の形成に適する。該紫外線硬化型ホットメルト系粘着剤は、例えば、アクリル系
樹脂を含む。
【００３１】
　上記粘着剤層の厚みは、好ましくは５μｍ～５０μｍであり、より好ましくは１０μｍ
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～３０μｍである。このような範囲であれば、開封が容易であり、かつ、不要な開封が防
止され得る包材を得ることができる。
【００３２】
　本発明の包材の製造方法としては、任意の適切な方法を採用することができる。本発明
の包材は、例えば、第１のフィルム、接着剤層、粘着剤層および第２のフィルムを備える
積層体を作製した後、任意の適切な方法で、第１のフィルム側から該積層体に第１の切り
込みを入れ（ハーフカット）、第２のフィルム側から第２の切り込みを入れること（ハー
フカット）により製造することができる。該積層体は、例えば、（１）第１のフィルムの
一部に上記粘着剤を含む粘着剤組成物を塗布した後、該粘着剤組成物を硬化させて粘着剤
層を形成し、（２）部分的に粘着剤層が形成された第１のフィルム全面（すなわち、第１
のフィルム上および粘着剤層上）に、上記溶剤系接着剤を含む接着剤組成物を塗布して接
着剤塗布層を形成し、（３）該接着剤層を任意の適切な方法で乾燥させて、接着剤層を形
成し、（４）該接着剤層を介して、第１のフィルムと第２のフィルムとを貼り合わせるこ
とにより製造することができる。本発明の包材は、連続体として製造することができる。
【００３３】
　また、本発明の包材は、別部品（具体的には、別体の蓋材）を必要としないので、ロー
ル・トゥ・ロールプロセスで簡便に製造することができる。さらに、別体の蓋材を必要と
しないことにより、以下のような利点がある。すなわち、従来、包材本体と蓋材とは別々
に供給され、包材による内容物の包装、および包装後の蓋材の貼り付けという作業は、包
材の需要者が行う必要があり、そのため、これらの作業に対して、包材の供給者による管
理が及ばないという問題がある。一方、本発明の包材は、別体の蓋材を必要とせず一体の
包材として製造することができるので、包材の製造、内容物の包装および封止のすべてを
包材の供給者の管理下で行うことができ、かつ、内容物の包装および蓋材の貼り付けに対
する需要者の労力を省くことができる。
【００３４】
　上記粘着剤組成物は、任意の適切な溶媒を含み得る。粘着剤組成物に含まれる溶媒の具
体例としては、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン等が挙げられる。
【００３５】
　上記粘着剤組成物は、目的に応じて任意の適切な添加剤を含み得る。粘着剤組成物中の
添加剤としては、例えば、粘着付与剤、可塑剤、劣化防止剤、充填剤、架橋剤等が挙げら
れる。粘着剤組成物に含有される添加剤の種類、数および量は、目的に応じて適切に設定
され得る。
【００３６】
　上記粘着剤組成物として、ＢＡＳＦジャパン社製の商品名「ａｃＲｅｓｉｎ　３５３２
」、「ａｃＲｅｓｉｎ　Ａ　２０４　ＵＶ」、「ａｃＲｅｓｉｎ　Ａ　２５０　ＵＶ」、
「ａｃＲｅｓｉｎ　Ａ　２６０　ＵＶ」等の市販品をそのまま用いてもよい。
【００３７】
　上記粘着剤組成物の硬化は、任意の適切な方法により行うことができる。上記粘着剤組
成物の硬化方法としては、例えば、熱硬化、紫外線等の活性エネルギー線硬化等が挙げら
れる。硬化条件（熱硬化における温度および硬化時間、活性エネルギー線硬化における照
射条件等）は、第１のフィルム、第２のフィルム、接着剤および粘着剤の種類に応じて、
任意の適切な条件に設定し得る。紫外線照射により粘着剤組成物を硬化させる場合、照射
積算光量は、代表的には５ｍＪ／ｃｍ２～５００ｍＪ／ｃｍ２であり、好ましくは１０ｍ
Ｊ／ｃｍ２～２００ｍＪ／ｃｍ２であり、より好ましくは１０ｍＪ／ｃｍ２～１００ｍＪ
／ｃｍ２である。
【００３８】
　上記接着剤組成物は、任意の適切な溶媒を含み得る。接着剤組成物に含まれる溶媒の具
体例としては、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン等が挙げられる。
【００３９】
　上記接着剤組成物は、目的に応じて任意の適切な添加剤を含み得る。接着剤組成物中の
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添加剤としては、例えば、可塑剤、劣化防止剤、充填剤、架橋剤等が挙げられる。接着剤
組成物に含有される添加剤の種類、数および量は、目的に応じて適切に設定され得る。
【００４０】
　上記接着剤組成物として、ＤＩＣグラフィックス社製の商品名「ＬＸ－５００」等の市
販品をそのまま用いてもよい。
【００４１】
　図８は、本発明の包材を用いて製造された包装体の一例を示す概略斜視図である。この
包装体２００は、内容物（例えば、ウエットティッシュ）を完全に包み、開封部１２０で
開封することにより内容物を取り出すことが可能となる。上記のとおり開封部１２０は再
封可能である。このような包装体２００は、上記包材の対向する端部同士を貼り合わせる
ことにより得ることができる。上記のように第２のフィルムとしてヒートシール性フィル
ムを用いれば、加熱により端部同士を貼り合わせることができ、簡便に包装体を製造する
ことができる。このような実施形態の他、本発明の包材は、別容器（例えば、プラスチッ
ク製容器）の蓋材として用いることもできる。
【符号の説明】
【００４２】
　１　　第１の切り込み
　２　　第２の切り込み
　１０　第１のフィルム
　２０　粘着剤層
　３０　接着剤層
　４０　第２のフィルム
　１００、１００’　包材
　１１０　本体部
　１２０　開封部
　１２１　周辺部
　２００　包装体
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